
手数料について

盛土又は切土をする土地の面積
（土石の堆積をする土地の面積）

許可申請手数料 中間検査手数料

宅地造成・特定盛土等 土石の堆積 宅地造成・特定盛土等

500㎡以内のもの 16,000 11,000 6,100

500㎡を超え、1,000㎡以内のもの 28,000 14,000 6,100

1,000㎡を超え、2,000㎡以内のもの 40,000 16,000 6,100

2,000㎡を超え、3,000㎡以内のもの 59,000 20,000 6,100

3,000㎡を超え、5,000㎡以内のもの 68,000 29,000 6,100

5,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの 92,000 32,000 6,100

10,00㎡を超え、20,000㎡以内のもの 140,000 39,000 6,100

20,000㎡を超え、40,000㎡以内のもの 220,000 54,000 12,000

40,000㎡を超え、70,000㎡以内のもの 350,000 74,000 24,000

70,000㎡を超え、100,000㎡以内のもの 500,000 110,000 43,000

100,000㎡を超えるもの 650,000 130,000 61,000

※令和7年4月1日より適用

許可申請手数料・中間検査申請手数料
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手数料について

変更許可申請手数料

宅地造成・特定盛土等 土石の堆積

変更許可申請1件につき次のア～ウに掲げる金額を合算し
た金額。但し、その金額が650,000円を超えるときは、
その手数料の金額は650,000円。

変更許可申請1件につき次のア～ウに掲げる金額を合算し
た金額。但し、その金額が130,000円を超えるときは、
その手数料の金額は130,000円。

ア：工事の設計の変更 工事の許可の1/10 ア：工事の設計の変更 工事の許可の1/10

イ：新たな土地の編入に係る
工事の設計変更

工事の許可と同額
イ：新たな土地の編入に係る

工事の設計変更
工事の許可と同額

ウ：その他の変更 10,000円 ウ：その他の変更 10,000円

適合証明書の交付

１通につき470円

※令和7年4月1日より適用

変更許可申請手数料

適合証明書
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罰則について
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罰則について

本法における違反行為および罰則規定
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罰則について

本法における違反行為および罰則規定
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第22条 土地の保全等
宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占用者
は、宅地造成等（宅地造成等工事規制区域の指定前に行われた
ものを含む。）に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安
全な状態に維持するように努めなければならない。

第41条 土地の保全等
特定盛土等規制区域内の土地の所有者、管理者又は占用者は、
特定盛土又は土石の堆積（特定盛土等規制区域の指定前に行
われたものを含む。）に伴う災害が生じないよう、その土地
を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。

土地の保全等
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技術基準について＜土地の形質変更＞

項目 規定内容 備考

擁壁、排水施設、
その他の施設

擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設若しくは地滑り抑止ぐい又はグラウンド
アンカーその他の土留

政令第6条

地盤について講ず
る措置

・盛土をする場合に、地表水等の浸透による緩み等が生じない措置（盛土の
締め固め、盛土内に浸透した地表水等を排除するための透水層の設置、地
滑り抑止ぐい設置等）

・急傾斜地で盛土をする場合に、地山の段切り等の措置
・盛土又は切土の上面の排水勾配
・山間部における河川の流水が継続して存する土地その他の宅地造成に伴い

災害が生ずるおそれが特に大きいものとして、特に、山間部における河川
の流水が継続して存する土地等における高さ15メートル超の盛土をする場
合は、土質試験その他の調査を行った上で、試験に基づく地盤の安定計算
により、基礎地盤を含む盛土の安定が保たれることを確認

・切土をする場合に、滑りやすい地盤の補強

政令第7条

擁壁等の設置 ・高さ１メートル超の盛土による崖を生じる場合等は、擁壁を設置
※ただし、擁壁の設置を要さない条件は次のとおり

（イ） 切土した土地の地質・勾配が一定条件を満たす場合
（ロ） 安定計算により擁壁を要さないことを確認した場合
（ハ） イ、ロ以外の崖面で、崖面崩壊防止施設が設置された崖面
・擁壁は構造計算等により設計
・擁壁には水抜き穴等を設置

政令第8条

土地の形質変更に関する追加事項
青字：新規に規定する内容
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技術基準について＜土地の形質変更＞

項目 規定内容 備考

崖面及びその他の
地表面について講
ずる措置

・擁壁又は崖面崩壊防止施設の設置を要さない崖面には石張り等の措置
・崖面以外の地表面には植栽、芝張り等の措置
※ただし、植栽、芝張り等の設置を要さない地表面は次のとおり
（イ） 排水勾配を付した盛土又は切土の上面
（ロ） 道路の路面の部分その他当該の措置の必要がないことが明らかな

地表面
（ハ） 農地等で植物の生育が確保される地表面

政令第15条

排水施設の設置 ・盛土又は切土において設置する地表水等を適切に排除する管渠等について、
構造等を規定

・盛土において、盛土をする前の地盤面から盛土内へ地下水が浸入するおそ
れがある場合に、地下水を排除する排水施設の配置・構造を規定

政令第16条

土地の形質変更に関する追加事項
青字：新規に規定する内容
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技術基準について＜土地の形質変更＞

イメージ図
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技術基準について＜崖面崩壊防止施設＞



イメージ図
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技術基準について＜土石の堆積＞



堆積した土石の崩壊やそれに伴う流出を防止する措置
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技術基準について＜土石の堆積＞


